
 

会計検査院の実地検査における指摘事項について 

（子ども・子育て支援交付金関係） 

 

 

令和６年度決算検査報告において、以下のとおり、子ども・子育て支援交付

金に係る過大交付の指摘を受けたところである。 

市町村においては、制度や実施要綱等に対する理解促進に努めていただくと

ともに、都道府県においても、適正な補助金執行事務の実施について、管内市

町村に対して改めて周知願いたい。 

また、各自治体における会計監査等において、過大交付等の不適切な補助金

執行が発覚した場合には、速やかにご連絡いただきたい。 

 

・放課後児童健全育成事業について（別添） 

交付金の交付額の算定に当たり、長期休暇等に係る長時間開所加算額の

算定は、実際に開所していた土曜日及び長期休暇期間の開所時間数及び開

所日数を基にして 1日当たりの平均開所時間数を算出する必要があったの

に、土曜日の開所時間数及び開所日数を含めることなく、長期休暇期間の

開所時間数及び開所日数のみにより算出するなどしていた。そして、長期

休暇期間の 1日当たりの開所時間数よりも土曜日の 1日当たりの開所時間

数が短かったことから 1日当たりの平均開所時間数が過大に算出されてお

り、長時間開所加算額が過大に計上されていた。 
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別添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


	こども家庭庁【成育局参事官（事業調整担当）】.pdfから挿入したしおり
	02.事業調整担当（資料）.pdfから挿入したしおり
	1.子ども・子育て支援交付金.pdfから挿入したしおり
	02_添付資料（子ども・子育て支援交付金）.pdfから挿入したしおり
	会計検査院の実地検査における指摘事項について





